
り会」も常設。売上はすべて上富田
町社会福祉協議会が実施する子供向
けイベントの費用に活用していま
す。
　駅という人が集う利点を活かし
て、地域の方々や町外の方も気軽に
集まれるイベントを企画し、実施し
ています。まさに「人と人とが駅の
プラットホームで出会い、つながれ
るように」を目指しています。

山桃会から経済効果を地域へ
　山桃の収穫時には、アルバイトだけではなく福祉作業所の人
にも手伝ってもらい、賃金を支払っています。山桃は周辺の民
家の庭にも生えていることから、買い取りを希望される方が増
えているそうです。庭の木が住民のみなさんの収入につながり、
「山桃を通して地域経済の活性化につながっていると実感して
います」と樫木さんは話しています。

地域のためにつくるとつなぐを目指す
　「一人では何もできませんが、活動を続けるなかで新たなつ
ながりができ、自分のやりたいことを目指せるようになります」
という樫木さん。「人とつながってできることがあり、お互い
補って助けてくれる人も現れるのでは」…そういう思いで、「つ
くるとつなぐ」という交流施設も今春、朝来駅近くに開設。
　口熊野かみとんだ山桃会、Kumano Berry、口熊野かみとん
だ観光案内所、つくるとつなぐ、いずれも樫木さんの「つなぐ
思い」を原点として設立した団体で、活発に活動しています。
　「もっと山桃の PR をして、収穫時には県外の人にも手伝って
もらうなどしながら関係人口を増やしていきたい」と意気込む
樫木さん。山桃会を中核に、人と人、人と地域がつながるきっ
かけがどんどん生まれ、地域が豊かになっていく、そんな可能
性を感じます。

赤い宝石と呼ばれる山桃との出会い
　口熊野かみとんだ山桃会（以下「山桃会」）代表の樫木美喜
恵さんは、子育て中、ふるさと上富田町と自分たちの子供の将
来についてママ友と話し合っていました。次第に町の振興に取
り組みたいという想いが募り、町内で活動している人や地域お
こし協力隊の隊員などにヒアリングするなかで「町の木は山桃」
という話が出たそうです。珍しい木であり、「赤い宝石」とも
呼ばれる山桃を PRしたいと思うようになりました。

口熊野かみとんだ山桃会のスタート
　樫木さんは 2015 年 9 月にママ友、農家さん、商工会青年部
の方々と共に山桃会を立ち上げました。しかし、立ち上げてす
ぐ、自分たちには商品がないため山桃を思うように PR できな
いという課題に直面しました。その後、山桃のジャムやシロッ
プづくりの体験会の経験を積み、
2018 年 3 月に本格的に商品を開発・
販売する「Kumano Berry」を開業。
町内の梅加工販売会社の応援を得て、
山桃シロップの第一号の製品化と販
売にこぎつけました。現在、上富田
町のふるさと納税の返礼品にも採用
されています。

地域のプラットホームとして
　メンバーが集まりやすく会議がで
きる場所がないか、問い合わせたところ、上富田町唯一の駅で
ある朝来駅の構内施設を紹介されました。改装を経て 2019 年
9 月に駅構内に「口熊野かみとんだ観光案内所」がオープン。

観光案内と売
店だけではな
く、子育て時
期を少しでも
みんなで支え
合える場所と
して「こども
用品のおさが

★ 日程は施設休館日等により、変更になることがありますので必ずご予約ください。
★ 上記とは別に、オンラインによるご相談、概ね 5名以上のグループを対象とした県内出張NPO相談も実施しています。

■ 長尺プリンタ利用料金改定について
　和歌山県 NPO サポートセンターに設置している長尺プリン
タについて、印刷用紙・インクの価格上昇にともない、2024
年 1 月 4 日ご利用分から料金を改定させていただく予定です。
みなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよ
うお願いいたします。
【旧料金】　モノクロ　1m100 円、以降 10cmごとに 10 円加算
　　　　　カラー　　1m300 円、以降 10cmごとに 30 円加算
【新料金】　モノクロ・カラー問わず、1 会計につき基本料金 40
　　　　　円に、プリンタが自動計算するプリント原価合計　
　　　　　（10 円未満切り捨て）を加算した額

■  [ 予告 ] NPO 事務局セミナー・事務力検定 2024
　NPO 法人の運営に関する知識を幅広く習得することができる
「NPO 事務局セミナー」と、学んだ知識をもとに腕試しができ
る「NPO 事務力検定」。今年度も各地の NPO 支援機関と連携し
て開催します。
【実施日】　2月 2日（金）・2月 4日（日）
【場　所】　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C（予定）
【対　象】　和歌山県内の NPO 法人、NPO 法人設立を目指して
　　　　　いる方など
【講　師】　志場 久起（和歌山県 NPO サポートセンター長）ほ
　　　　　か全国NPO事務支援カンファレンス認定講師
【参加費】　NPO事務局セミナーのみの方は 500 円（資料代）
　　　　　事務局検定も受講される方は別途検定料 1,000 円
　詳細が決まりましたら「わかやまNPO広場」などでご案内します。
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和歌山県NPO・ボランティア情報紙 わか愛愛

発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター（指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（和歌山県庁本館 2F）

TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しています ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://www.wakayama-npo.jp/
受付時間：火曜日～土曜日　9:00 ～ 20:50
　　　　　日曜日　9:00 ～ 17:30
休館日：月曜日・祝祭日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
【指定管理者：認定特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は
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TA K E  F R E E橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2水曜日の 10 時～ 16 時
■場　所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX：0736-33-0095
■対　象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活
　　　　　動しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2金曜日の 10 時半～ 16 時
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（FAX 同番号）
■対　象：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活 
　　　　　動しようとする団体

田辺市・橋本市での NPO 出張相談

和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ

口熊野かみとんだ山桃会
〒649-2105　西牟婁郡上富田町朝来 1361-2
https://www.yamamomo.jp/

あっそ

　和歌山県NPOサポートセンターでは以下の 2カ所で毎月 1回、NPO出張相談会を開いています。NPO法人設立・運営・役員変更・
定款変更・認定 NPO 法人等に関する様々なご相談を受け付けています。ご利用は無料ですが、事前に各センターへ団体名・相談内
容等をお知らせいただき、予約をお願いします。なお、1件あたりの相談時間は 1時間以内です。

■ [ 予告 ] 活動をブラッシュアップ！
　 NPO・ボランティア交流会

　「活動を始めたばかりで何をやっていいか…」「活動がマンネ
リ化してきて…」「仲間を集めたいんだけど…」NPO・ボランティ
ア団体の活動を進めるのに悩みはつきもの。みなさんの活動の
お悩みを共有し、解決策をみなさんで探しませんか。
【実施日】　1月 20 日（土）午後（予定）
【場　所】　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
【対　象】　和歌山県内のNPO・ボランティア団体
【参加費】　無料
【定　員】　20 名（定員になり次第締め切り）
【備　考】　お子様連れでの参加も OK です（託児サービスはあ
　　　　　りませんのでご了承ください）。
　詳細が決まりましたら「わかやまNPO広場」などでご案内します。

■ NPOデータベース登録団体募集中！
　和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」に設置し
ている NPO データベースでは掲載団体を随時募集しています。
和歌山県内で活動する NPO・ボランティア団体の情報の掲載を
つけています。現在登録されている団体についても記載内容等
に変更がある場合、追加したい情報がある場合もお気軽にお知
らせください。
　お申し込み・お問い合わせは和歌山県NPOサポートセンター
までメールでお願いします。

田　辺　市 橋　本　市

駅舎内でのイベント「あっそ deえきなかまるしぇ」駅舎内でのイベント「あっそ deえきなかまるしぇ」

山桃の加工商品山桃の加工商品

おさがり会の様子おさがり会の様子



助成金 & 公募・支援情報
児童・少年の健全育成助成
【対象団体】　①申請時点で 1 年以上の活動実績がある、②常時
　　　　　　10 名以上の構成員がいる、③構成員の半数以上が
　　　　　　18 歳未満である、④月 1 回以上の定例活動を行っ
　　　　　　ている、などの条件を満たす団体。
　　　　　　なお、一部活動分野は例外があります。
【対象分野】　①自然と親しむ活動、②異年齢・異世代交流活動、
　　　　　　③子育て支援活動、④療育支援活動、⑤フリース　
　　　　　　クール活動
【助成内容】　活動で直接活用する物品の購入費用として 1 団体
　　　　　　30 ～ 60 万円
【締め切り】　11 月 13 日（月）17 時必着
【主　　催】　公益財団法人日本生命財団
【備　　考】　和歌山県内の申請は、和歌山県青少年・共同参画
　　　　　　課が取りまとめています。申請書に昨年度の決算
　　　　　　と事業報告、今年度の予算と事業計画・申請日ま
　　　　　　での事業報告、団体の規約類等を沿えて、同課ま
　　　　　　で郵送もしくはメールで提出してください。
　　　　　　詳細は和歌山県青少年・共同参画課ウェブサイト
　　　　　　に掲載されています。
　　　　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/

JR 西日本あんしん社会財団公募助成
【対象分野】　①事故、災害・不測の事態に対する備えに関する
　　　　　　活動（自主防災訓練、心肺蘇生法普及等） 、②事故、
　　　　　　災害・不測の事態が起こった後の心身のケアに関
　　　　　　する活動（グリーフケアやリハビリテーション　
　　　　　　等）、③事故、災害等の風化防止に関する活動
【対象団体】　近畿 2 府 4 県に所在する非営利民間団体で、1 年
　　　　　　以上の継続した活動実績があること
【対象期間】　2024 年 4月 1日から 1年間以内
【助成金額】　1件当たり 50 万円以下、総額 3,000 万円程度
【締め切り】　11 月 15 日（水）必着
【主　　催】　公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団
【備　　考】　ここでいう事故とは、交通事故（鉄道事故、道路
　　　　　　交通事故等のほか、身体に関わる事故全般を対象
　　　　　　とします。

　　　　　　同じテーマを対象とした研究助成もあります。
　　　　　　詳細は同財団のウェブサイトをご覧ください。
　　　　　　https://www.jrw-relief-f.or.jp/

子どもゆめ基金
【対象団体】　NPO 法人、公益社団・公益財団・一般社団・一般
　　　　　　財団法人等のほか、法人格がなくても活動実施体
　　　　　　制が整っていれば対象となります。
【対象分野】　①自然体験活動、②科学体験活動、③交流を目的と
　　　　　　する活動、④社会奉仕体験活動、⑤職場体験活動、
　　　　　　⑥その他体験活動、⑦読書活動の 7分野
【対象活動】　上記①～⑦の各分野ごとに、「子どもを対象とす
　　　　　　る活動」「経済的に困難な状況にある子どもを対
　　　　　　象とする活動」「フォーラム等普及活動」「指導者
　　　　　　養成」の 4つの活動の種類が設定されています。
【助成金額】　全国規模（24 以上の都道府県で実施）…600 万円
　　　　　　都道府県規模（1～ 23 の都道府県で実施）…200
　　　　　　万円、市区町村規模…100 万円
【締め切り】　11 月 21 日（火）17 時必着
【主　　催】　独立行政法人 国立青少年教育振興機構
　　　　　　すべて電子申請で受け付けます。詳細はウェブサ
　　　　　　イトをご覧ください。また来年 5 月には 2 次募集
　　　　　　もあります。　https://yumekikin.niye.go.jp/

【各種情報はメールマガジンでも配信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベン
ト情報や助成金情報等を毎月 1 日・15 日（休館
日等と重なる場合は翌開館日）に発行している
メールマガジンは こちらの QR コードから配信
登録ができます。
　または info＠wakayama-npo.jp へ配信を希望するメールアド
レスをお知らせください。

　みなさんからのイベント情報もお待ちしています。和歌山県
NPO サポートセンターまでメールまたは FAX 等でお知らせく
ださい。なお、メールでチラシ等の電子データをお送りいただ
きましたら、そのデータをそのまま情報ブログに掲載させてい
ただくことができます。ぜひご活用ください。

　NPO 法人のルールブックともいえる「定款」。任意団体でも「規約」や「規則」「会則」などという形で団体のルー
ルが決められています。どのようなことが記載されているか、この機会に改めて確認してみませんか。

定款の内容とチェックポイント

NPO法人の定款記載事項
　NPO 法（特定非営利活動促進法）第 11 条に NPO 法人
が定款に定めなければならない項目が記載されています。
　内容は ① 目的、② 名称、③ 行う特定非営利活動の種類及
び当該特定非営利活動に係る事業の種類、④ 主たる事務所
およびその他の事務所の所在地、⑤ 社員の資格の得喪に関
する事項、⑥ 役員に関する事項、⑦ 会議に関する事項、⑧ 
資産に関する事項、⑨ 会計に関する事項、⑩ 事業年度、⑪ 
その他の事業を行う場合にはその種類その他当該その他
の事業に関する事項、⑫ 解散に関する事項、⑬ 定款の変更
に関する事項、⑭公告の方法…の14項目あり、これらを「絶
対的記載事項」と呼びます。
　上記以外にも、法人運営を円滑に進めるために定める
事項があります。これは「相対的記載事項」と呼びます。
絶対的記載事項と相対的記載事項を合わせて、多くの
NPO法人の定款は 55 条前後の条文で構成されます。

　次に「章」という単位でみてみましょう。所轄庁のモ
デル定款を例にしますと、①総則、②目的及び事業、③会
員、④役員及び職員、⑤総会、⑥理事会、⑦資産および会計、
⑧定款の変更、解散及び合併、⑨公告の方法、⑩雑則…の
10 章構成となっています。法律で定められた絶対的記載
事項をベースに、組織運営のルールが体系的にまとめら
れていることがうかがえます。

　所轄庁が例示しているモデル定款は、NPO 法で定めら
れている絶対的記載事項を踏まえて作成されていること
がわかります。

特集

NPO法人の定款をいま一度確認！
　NPO 法人の定款の内容を一言一句覚える必要はありま
せんが、定款にどのようなことが記載されているかを理
解し、必要な時に参照し、よりよい法人運営に活かすこ
とが重要です。
　また、長年法人を運営して、定款が運営の実態とマッ
チしなくなり始めたときなど、定款変更を検討してみて
はいかがでしょうか。

【例えばこんな点を見直しては？】
✓ みなし総会・みなし理事会制度
　正会員全員が総会の議題に対してすべて賛成の意思表
示をおこなった場合に、総会を開催したとみなす制度。
コロナ禍で注目を集めました。NPO 法に規定されている
ため、定款に条文がなくてもみなし総会の実施は可能で
すが、定款に定めておくとより確実です。なお、総会の
ほか、理事会でも同様の制度を導入することができます。
✓ 会員制度
　法人設立時の会員制度は、現在も正しく機能していま
すか。必要に応じて法律上の社員（いわゆる正会員）以
外の会員制度の見直しを検討してみては。
✓ 電磁的方法の活用
　総会や理事会の招集通知、書面表決等の意思表示を「書
面によりおこなう」となっているのに、電子メールなど
を使っていませんか。「書面もしくは電磁的方法により行
う」とすると、書面のほか電子メールなどでも OK となり
ます。なお、電磁的方法を活用した場合はその文面をプ
リントアウトするなど、その記録を後日確認できるよう
にしておいてください。
✓ おこなう事業
　時間の経過とともに NPO 法人の事業は変化することも
あります。現在おこなっている事業は、定款（ほとんど
の法人は第 5 条）に記載されている事業内容と合致して
いますか。必要に応じて、定款の見直しを検討ください。
なお、事業を変更する場合は、変更を決議する総会にて、
当年度と翌年度の事業計画・活動予算の承認も必要とな
りますので、ご留意ください。

　任意団体でも規約等を見直していただき、修正が必要
な場所がないか、確認してみてください。
　定款変更は総会での議決を必要とします。また、変更
の内容によっては所轄庁の定款変更認証が必要なケース
もあります。ご相談はNPOサポートセンターまで。

新規設立 NPO 法人 
◎NPO法人生きがい自然塾高野山（高野町）
　2023 年 8 月 31 日認証　代表者　橋爪 勝治　
　老若男女すべての生ける人が生きがいをもって幸せな人生を全うでき
ることを願って日々活動しています。全国の多くの大型商業施設や公営
施設で友好団体と協力して文化教養・趣味スポーツなどの分野にわかれ
て生きがいフェアと銘打った親睦交流会をおこなっています。
　TEL　090-8465-5731　Mail　nakaya@j-safety.net

◎NPO法人子どもセンターカーネーション（和歌山市）
　2023 年 9 月 5日認証　代表者　村澤 博美　
　私たちは、施設等を退所し自立援助を希望する子どもたちに寄り添い、
子どもたちが自信をもって社会に一歩踏み出すことができるように、生
活、就労、就学、そして退所してからも継続してサポートできるように「自
立援助ホームカーネーション」を運営します。

　TEL　080-9995-6203　Mail　carnation0220@icloud.com　

◎NPO法人熊野の森ネットワークいちいがしの会（上富田町）
　2023 年 10 月 3日認証　代表者　家髙 靖久
　紀伊半島の山々は、温暖多雨な気象条件に恵まれ、かつてはタブノキ
やイチイガシに代表される照葉樹林の森（熊野の森）に覆われており豊
かな生態系を形成していました。ところが昭和 30 年代の拡大造林政策に
より多くの自然林が伐採されスギやヒノキの人工林となり、温暖化・乾
燥化などの気候の変化、保水力の減少による河川の氾濫や渇水、山崩れ
など多くの環境変化をきたしています。このような状況に危機感を持ち、
かつてあった豊かな森の再生をめざして常緑カシ類を中心に植樹や種ま
きを行うとともに、不適地の人工林を減らす活動を行っています。また、
環境保全の勉強会や自然観察会も行っています。
　TEL　090-6911-3216　E-mail　info@ichiigasi.jp

このコーナーでは、前号発行以降に NPO 法人の新規設立認証を
受けたNPO法人をご紹介しています。

モデル定款の章立て
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